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          表２－１　　水道事業概要     

１　　基本方針

２　　水道事業の概要

         表２－１に本市の水道事業概要を示します。

給　水　戸　数 ４６，２９７戸

年 間 配 水 量 ８，８７３，２６６ 

１日最大配水量 ２７，４６３ /日（令和６年１月８日）

  （令和６年３月末現在）

事　業　主　体 大野城市上下水道局

給　水　区　域 大野城市内

給　水　人　口 １０１，４５５人

１日平均配水量 ２４，２４４ /日

施  設  能  力 瓦田浄水場　　１１，６００ /日

水道事業者として、安全かつ清浄な水道水の供給を確保し続けるために、水源の水質を把

握しつつ適切な浄水処理が行われ、水質を損なうことなく蛇口まで届けられているかを確認

する必要があります。

本市の水道水をより安心して使用していただくために、水道法関連法令等に基づき、水源

の地域特性を踏まえ、採水地点、検査項目及び検査頻度等を明記した令和７年度水質検査

計画を作成しました。

本市の水道は、御笠川、牛頸川などの表流水や井戸の地下水を水源としています。

また、福岡地区水道企業団から受水しており、令和５年度においては企業団からの受水割

合が、６４．９％でした。

本市では、瓦田浄水場において急速ろ過方式により浄水処理を行っています。

令和５年度の１日平均配水量は、２４，２４４立方メートルでした。

福岡地区水道企業団は、福岡都市圏の６市７町１企業団１事務組合によって構成されてお

り、筑後川、多々良川（鳴淵ダム）、海水淡水化センターなど、１日当り最大２６８,１００立方

メートルの水を都市圏の構成団体に供給する事業を行っています。

本市では、令和２年７月３０日から五ケ山ダム供用開始により、１日当り最大１６，５５０立方

メートルを受水しています。
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Ｒ６年度

河川・ダム22

地下水 13

企業団受水65

         図２－１に令和７年度計画における水源状況を示します。

施  設  名
瓦 田 浄 水 場

表流・地下水混合水

所  在  地 大野城市瓦田４丁目３番１号

完成年月日 平成13年３月

図２－１　水源状況

牛頸川 畑詰取水井 御笠川

         表２－２に浄水場の施設概要を示します。

　　　表２－２　　　浄水場の施設概要

施設能力( /日) 11,600

浄
水
施
設

沈澱池
池数 2

方式 傾斜板式

ろ過池
池数 8

方式 急速ろ過

配
水
施
設

配水池

池数 6

方式 自然流下

排水処理施設 天日乾燥

河川・ダム

２４％

地下水

１１％

企業団受水

６５％
24,105

（ /日）

5,646

2,719
15,740
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　　　表３－１　　　主な水源と水質管理上の留意事項

浄 水 場 主な水源 留意事項 検査対象項目 対処方法

３　　給水栓までの主な水源と水質管理上の留意事項

（１）　　浄水場までの主な水源と水質管理上の留意事項

         浄水場の主な水源と、留意事項及び検査対象項目を表３－１に示します。

牛 頸 川   降雨による濁水   色度、濁度 取水割合の調整

瓦田浄水場 御 笠 川   油流出事故   農薬類 粒状活性炭処理

雉子ヶ尾高区配水池 牛頸高区配水池

地 下 水   農薬散布

（２）　　浄水場から給水栓までの水質及び留意事項

浄水場から送水される水道水については、水質基準を全て満足しており、安全な水です。

残留塩素については、水道水の消毒に必要なもので、法令で定められた給水栓での残留塩

素濃度（０．１mg/ｌ）を維持した上で、必要最低限の注入率となるように浄水場で調整していま

す。
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４　　水質検査項目・採水地点・検査頻度

（１）　　水質検査項目

水 質 検 査 法令で義務付けられている項目 毎日検査項目(表４－１)

 （ア）  水源

　(イ)　原水

　(ウ)　給水栓 

水質基準項目(表４－２)

水質管理上必要と判断した項目 水質管理目標設定項目(表４－３・４)

独自の検査項目(表４－５)

図４－１　水質検査項目

（２）　　採水地点

本市では水道法で検査が義務付けられている毎日検査項目（表４－１）、水質基準項目（表

４－２）に加え、水質管理目標設定項目（表４－３・４）及び水道水がより安全かつ良質である

ことを確認するため、独自の検査項目（表４－５）についても行います。 （図４－１）

１ 表流水 牛頸川（五区統合堰）、御笠川（一の瀬堰）、三兼池

２ 地下水 各井戸５箇所

１ 瓦田浄水場（採水１地点） 河川水と地下水の混合水を浄水場入口で採水

１ 月見ケ丘公園・・・・・・・・・・・・・瓦田浄水場から配水

２ 栄町公民館・・・・・・・・・・・・・・・瓦田浄水場と福岡地区水道企業団の混合水を配水

３ 南ケ丘２区公民館・・・・・・・・・・福岡地区水道企業団からの受水を配水

本市では、各採水地点にて採水を行い、水質検査を実施します。（図４－２）
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図４－２　　　配水区域図及び採水地点一覧
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（３）　　検査頻度

色 異常なし １日１回

濁り 異常なし １日１回

　（ア） 毎日検査項目

　　　　市内１０箇所の給水栓及び各浄水場出口で実施します。（表４－１）

　　　表４－１　　１日１回行う給水栓の水質検査　

検査項目 評価基準 検査頻度 備　　　　　　　　　　考

水道法施行規則第１５条第１項第１号による

残留塩素 0.1㎎/l以上 １日１回

  （イ）  水質基準項目

水質基準とは全国どこの水道水にも同じように適用される基準で、この項目は５１項目あり、

表４－２に項目及び基準値などを示しています。

本市では、給水栓３箇所において水質基準５１項目の検査を３ヶ月に１回行います。
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基 ０１

基 ０２

基 ０３

基 ０４

基 ０５

基 ０６

基 ０７

基 ０８

基 ０９

基 １０

基 １１

基 １２

基 １３

基 １４

基 １５

基 １７

基 １８

基 １９

基 ２０

基 ２１

基 ２２

基 ２３

基 ２４

基 ２５

基 ２６

基 ２７

基 ２８

基 ２９

基 ３０

基 ３１

基 ３２

基 ３３

基 ３４

基 ３５

基 ３６

基 ３７

基 ３８

基 ３９

基 ４０

基 ４１

基 ４２

基 ４３

基 ４４

基 ４５

基 ４６

基 ４７

基 ４８

基 ４９

基 ５０

基 ５１

番　号
水     源 原水 給水栓

（５箇所） （３箇所）

表４－２　水質基準項目の検査頻度 （　単位：回/年　）

備　考
（ｍｇ/l） 地下水 河 川 浄水場 公民館等

水 質 基 準 項 目

基 準 値
１ 年 間 の 検 査 回 数

病原微生物
大腸菌 検出されないこと 1 1 12 12

（１箇所） （３箇所）

一般細菌 １００個/ｍｌ以下 1 1 2 12

重金属
水銀及びその化合物 ０．０００５以下 1 1 2 4

セレン及びその化合物 ０．０１以下 1

カドミウム及びその化合物 ０．００３以下 1 1 2 4

1 2 4

鉛及びその化合物 ０．０１以下 1 1 2 4

無機物

六価クロム化合物 ０．０２以下 1 1 2 4

亜硝酸態窒素 ０．０４以下 1

ヒ素及びその化合物 ０．０１以下 1 1 2 4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 １０以下 1 1 2 12

1 2 12

シアン化物イオン及び塩化シアン ０．０１以下 1 1 2 12

ホウ素及びその化合物 １．０以下 1 1 2 4

フッ素及びその化合物 ０．８以下 1 1 2 4

基 １６
シス‐１，２‐ジクロロエチレン及び

０．０４以下 1 1
トランス‐１，２‐ジクロロエチレン

一般有機物

１，４‐ジオキサン ０．０５以下 1 1 2 4

2 4

ジクロロメタン

四塩化炭素 ０．００２以下 1 1 2 4

０．０２以下 1 1 2 4

テトラクロロエチレン ０．０１以下 1 1 2

ベンゼン ０．０１以下 1 1 2 4

4

トリクロロエチレン ０．０１以下 1 1 2 4

消 毒 副
生 成 物

クロロ酢酸 ０．０２以下 12

クロロホルム ０．０６以下

塩素酸 ０．６以下 12

ジブロモクロロメタン ０．１以下 　  消毒を行ったときに生成されるもので、原水 12

臭素酸 ０．０１以下  では検査を行いません。 12

12

ジクロロ酢酸 ０．０３以下 12

トリクロロ酢酸 ０．０３以下 12

総トリハロメタン ０．１以下 12

ブロモホルム ０．０９以下 12

ブロモジクロロメタン ０．０３以下 12

亜鉛及びその化合物 １．０以下 1 1 2 4

ホルムアルデヒド ０．０８以下 12

銅及びその化合物 １．０以下 1 1 2 4

着    色
鉄及びその化合物 ０．３以下 1 1 2 12

アルミニウム及びその化合物 ０．２以下 1 1 2 4

塩化物イオン ２００以下 1 1 2 12

味

マンガン及びその化合物 ０．０５以下 1 1 2 12 着    色

ナトリウム及びその化合物 ２００以下 1 1 2 4

味

蒸発残留物 ５００以下 1 1 2 4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) ３００以下 1 1 2 12

発    泡

ジェオスミン ０.００００１以下 原因藻類発生時期に月に１回以上
か び 臭

２‐メチルイソボルネオール ０.００００１以下 原因藻類発生時期に月に１回以上

陰イオン界面活性剤 ０．２以下 1 1 2 4

発    泡

フェノール類 ０．００５以下 1 1 2 4 に お い

非イオン界面活性剤 ０．０２以下 1 1 2 4

味

ｐＨ値 ５．８～８．６ 1 1 2 12

基礎的性状

味 異常でないこと

有機物(全有機炭素(TOC)の量) ３以下 1 1 2 12

－ － － 12
臭気 異常でないこと 1 1 2 12

濁度 ２度以下 1 1 2 12

色度 ５度以下 1 1 2 12
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目 ０１

目 ０２

目 ０３

目 ０５

目 ０８

目 ０９

目 １３

目 １４

目 １６

目 １７

目 １８

目 １９

目 ２０

目 ２１

目 ２２

目 ２３

目 ２４

目 ２５

目 ２６

目 ２８

目 ２９

目 ３０

番号

16

28

51

62

66

71

73

76

80

84

89

95

97

100

111

原　　　水

番　号 項　　　　　　　　　　　　　目 目　標　値 給水栓 河川・地下水の混合水

（ウ）　　水質管理目標設定項目

    表４－３　水質管理目標設定項目の検査頻度 （単位：回/年）

0.002以下（暫定） 2 2

ニッケル及びその化合物 0.02以下 2 2

備　考

(ｍｇ/ｌ) (３箇所) (１箇所)

アンチモン及びその化合物 0.02以下 2 2 無 機 物
・

重 金 属
ウラン及びその化合物

１，２‐ジクロロエタン 0.004以下 2 2
一般有機物トルエン 0.4以下 2 2

フタル酸ジ（２‐エチルヘキシル）

目 １５ 農薬類（総農薬）
検出値と目標値の
比の和として、１以下

1

0.08以下 2 2

ジクロロアセトニトリル 0.01以下（暫定） 2 －

2 農　　　薬

残留塩素 １以下 2 - に　お　い

消 毒 副
生 成 物抱水クロラール 0.02以下（暫定） 2 -

味

１，１，１‐トリクロロエタン 0.3以下 2 2
に　お　い

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10以上100以下 12 4 味

マンガン及びその化合物 0.01以下 12 4 着　　色

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル（ＭＴＢＥ） 0.02以下 2 2

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3以下 2 2

遊離炭酸 20以下 2 2

味

濁度 １以下 12 4 基礎的性状

味

臭気強度（ＴＯＮ） 3以下 2 2 に　お　い

目 ２７ 腐食性（ランゲリア指数）
-1程度以上とし、
極力0に近づける

2

蒸発残留物 30以上200以下 4 4

2

1mlの検水で形成
される集落数が
2,000以下（暫定）

2 2 微　生　物従属栄養細菌

ｐＨ値 7.5程度 12 4
腐　　　　食

１，１‐ジクロロエチレン 0.1以下 2 2 一般有機物

アルミニウム及びその化合物 0.1以下 4 2 着　　色

及びペルフルオロオクタン酸（PFOA) 以下（暫定）

表４－４　農薬類の検査頻度 （単位：回/年）

目 ３１
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) 量の和で0.00005

4 4

イプフェンカルバゾン 除草剤 0.002以下 1 2

原　　　水

農薬成分名 用　　　途 目　　標　　値 給水栓 河川・地下水の混合水

（ｍｇ/ｌ） （３箇所） （１箇所）

カルタップ 殺虫剤 0.08以下 1 2

ジメタメトリン 除草剤 0.02以下 1 2

テフリルトリオン 除草剤 0.002以下 1 2
トリシクラゾール 殺菌剤 0.1以下 1 2
ピラクロニル 除草剤 0.01以下 1 2

ピラゾリネート(ピラゾレート) 除草剤 0.02以下 1 2

フェリムゾン 殺菌剤 0.05以下 1 2

ピロキロン 殺虫剤 0.05以下 1 2

プレチラクロール 除草剤 0.05以下 1 2

フサライド 殺菌剤    0.1以下 1 2

ブロモブチド 除草剤 0.1以下 1 2

ペンシクロン 殺菌剤    0.1以下 1 2

メトミノストロビン 殺菌剤 0.04以下 1 2

ベンタゾン 除草剤 0.2以下 1 2

水質基準を補完するもので、より質の高い水道水の供給をめざし、将来にわたって水道水

の安全を確保するために設定された目標です。（表４－３）（表４－４）

※農薬類の目標値は、表４－４の各農薬の検出値を、それぞれの目標値で除した値を合計し

て、その合計値が１以下であることを示します。
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　アルカリ分を示す量

　水に含まれるイオン量の指標

　生物学的難分解性有機物質の指標

　ランゲリア指数算出のための測定項目

（エ）　　独自の検査項目

表４－５　　独自の検査項目の検査頻度 （単位：回/年）
原　　　　水

検　　査　　項　　目 給水栓 河川・地下水の混合水 備　　　　　考
（３箇所） （１箇所）

   大腸菌及び嫌気性芽胞菌（クリプト指標菌） - 12

　原水の監視のために行います

   クリプトスポリジウム - 4
 　ジアルジア

　 浮遊物質（SS) - 2
　 溶存酸素（DO) - 2

- 4
　 生物化学的酸素要求量（BOD) - 2
　 化学的酸素要求量（COD) - -

　 アンモニア態窒素 - 2
   アルカリ度 4 -

　 総窒素（T-N) - 2
　 総リン（T-P) - 2

   カルシウム硬度 4 -

   電気伝導率 4 -
   ＵＶ吸収（Ｅ２６０） 4 -

本市で実施している独自の検査項目を表４－５に示しており、大腸菌やクリプトスポリジウム

等の検査を、河川と地下水の混合水の原水に対し行っています。
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公 ご 公 公 ご
意 意

表 見 表 表 見

５　　臨時の水質検査

６　　水質検査の方法

７　　水質検査計画及び検査結果の公表

水　質　検　査　計　画　の　見　直　し

大　野　城　市　上　下　水　道　局

お　　　　客　　　　様

水

質

検

査

計

画

案

の

策

定

意

見

の

集

約

・

修

正

水

質

検

査

計

画

の

策

定

検

査

の

実

施

検

査

結

果

結

果

の

評

価

水質基準項目、水質管理目標設定項目等については、国が定めた検査方法「水質基準に

関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等により検査を行う検査機関へ水

質検査を委託します。

水質検査計画は、過去の検査結果や公表の後に寄せられたご意見等を反映させ、年度ご

とに素案を策定します。この素案を一定期間公表し、お客様から寄せられたご意見を参考に

修正後、水質検査計画として公表します。

水質検査計画及び各給水栓（３箇所）での検査結果については、市のホームぺージや市役

所行政資料室（新館３階）で閲覧できます。

定期検査以外にも、以下の事由が発生した場合、臨時の水質検査を実施します。

・水源水質の著しい変化

・油流出事故等による水源の異常

・水源、給水区域及びその周辺における消化器系感染症の流行

・本市から給水している家庭・事業所での給水栓水の異常

・需要者からの水質に関する相談等

・その他特に必要があると認められるとき

この水質検査結果の評価については、水質基準に照らし必要な措置を講じていきます。
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８　　水質検査結果の評価

９　　水質検査の精度と信頼性保証

10　 関係機関との連携

令和７年度水質検査計画について

ご意見等をお寄せください。

検査結果を水質基準値などと比較して、法令に適合した水質であることを確認します。さら

に検査結果を解析して、送水過程や浄水処理過程での水質変化について評価を行い、より

安全で良質な水の安定供給に活かします。

水質検査結果の信頼性を確保するために、水質検査を委託している検査機関に、内部精度

管理及び外部精度管理の公表をお願いしています。

水道水に起因する感染症の発症や、水源の水質汚染事故などが発生した場合は、環境省、

福岡県水道整備室、筑紫保健所、福岡地区水道企業団及び関係機関と連絡調整を行い、連

携して速やかに対策を講じます。

お問い合わせ先

大野城市 上下水道局 上下水道工務課 水道・浄水担当

〒８１６－０９３２ 大野城市瓦田４－３－１（瓦田浄水場）

電話番号 ０９２－５８２－５７３１

メールアドレス josui@city.onojo.fukuoka.jp
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